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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部
解
除
す

る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
本
庄
市
南
二
丁
目
二
千
百
三
十
六
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及 

 

び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

  
 



 
別図 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号 

 
行
田
市
か
ら
行
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号 

 
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号
（
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ 

ー
条
例
別
表
第
一
の
知
事
が
別
に
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

表
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
項
金
額
の
欄
中
「
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
五
、 

二
二
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
〇
八
〇
円
」
に
、
「
五
、
二
二
〇
円
」
を

「
五
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
九
、
三
八
〇
円
」
を
「
九
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
六
三
〇
円
」

を
「
六
、
八
五
〇
円
」
に
、
「
七
、
七
四
〇
円
」
を
「
八
、
七
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
一
〇
〇
円
」

を
「
六
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
一
四
〇
円
」
を
「
一
三
、
八
三
〇
円
」
に
、
「
九
、
四
三

〇
円
」
を
「
九
、
五
三
〇
円
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
認
可
を
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

秩
父
漁
業
協
同
組
合 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
荒
川
久
那
四
千
一
番
地
一 

二 

漁
業
権
の
免
許
番
号 

 
 

共
第
一
号
及
び
共
第
四
号 

三 

変
更
の
内
容 

 
 

第
三
条
第
一
項
の
表
い
わ
な
、
や
ま
め
、
に
じ
ま
す
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

 
 

   

第
四
条
第
三
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
表
ま
す
類
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

    

四 

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
五
日 

ま
す
類

 
 
組
合
が
定
め
て
公
示

し
た
区
間

 

３
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で

（
た
だ
し
、
に
じ
ま
す
に
つ
い
て
は
、

荒
川
本
流
の
秩
父
市
地
先
巴
川
橋
か

ら
秩
父
橋
ま
で
の
区
域
及
び
皆
野
町

地
先
皆
野
橋
か
ら
親
鼻
橋
下
流
の
秩

父
鉄
道
鉄
橋
ま
で
の
区
域
に
お
い
て

は
、
１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日

ま
で
）

 
 

ま
す
類

 
 
３
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
（
た
だ
し
、
に

じ
ま
す
に
つ
い
て
は
、
荒
川
本
流
の
秩
父
市
地
先
巴

川
橋
か
ら
秩
父
橋
ま
で
の
区
域
、
皆
野
町
地
先
皆
野

橋
か
ら
親
鼻
橋
下
流
の
秩
父
鉄
道
鉄
橋
ま
で
の
区
域

及
び
第
７
条
第
２
項
の
特
設
釣
区
に
お
い
て
は
、
１

月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
）

 

 

６
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
の
間

 
第
５
条
に
規
定
す
る
遊

 

漁
期
間

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
号 

 
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十

六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



 

 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
七
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
六
百
七
十
八
番
地 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

新
座
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
一
号
保
谷
朝
霞
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

埼
玉
県
新
座
市
道
場
二
丁
目
地
内 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

な
し 



 

 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
八
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
中
央
六
丁
目
七
番
地
二 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

春
日
部
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
八
号
袋
陣
屋
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
粕
壁
字
八
木
崎
、
粕
壁
三
丁
目
及
び
中
央
一
丁
目
地
内 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
○
○
九
―
四
十
八
―
三
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
増
林
五
千
八
百
二
十
七
番
地
一
他
三
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

六
千
二
十
五
・
七
八
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号 

 
鶴
ヶ
島
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号 

 
鶴
ヶ
島
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鶴
ヶ
島
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号 

 
ふ
じ
み
野
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十 

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号
で
告
示
し
た
児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

神
川
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
神
川
流
域
関
連
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 
 

汚
水 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
五 

 
 

号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
一
号
、
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
九 

 
 

十
三
号
の
事
業
地
か
ら
、
大
字
元
阿
保
字
下
原
、
大
字
八
日
市
字
上
居
裏
及
び
字
中
居
裏
、 

 
 

大
字
原
新
田
字
上
原
、
字
上
北
原
、
字
上
庚
申
、
字
上
堀
南
及
び
字
若
原
並
び
に
大
字
熊
野 

 
 

堂
字
裏
林
、
字
前
原
、
字
前
圃
、
字
水
元
、
字
南
谷
戸
及
び
字
村
上
を
削
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十 

三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
十
四
号
で
告
示
し
た
児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

神
川
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
神
川
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
三
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 
 

汚
水 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号 

 
美
里
町
か
ら
児
玉
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号 

 
深
谷
市
か
ら
本
庄
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
一
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
三
年
四
月
十
二
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

令
和
三
年
度
埼
玉
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

ロ 

令
和
三
年
度
埼
玉
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
に
対
す
る
諮
問
事
項
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 



正

誤 

  
埼

玉

県 

 

埼

玉

県

教

委 

 

埼

玉

県

選

管 

 

埼

玉

県

人

事

委

員

会 

 

埼

玉

県

監

査

委

員 

 

埼

玉

県

労

働

委

員

会
告
示
第
一
号
（
令
和
三
年
三
月
三
十
日
第
百
九
十
五
号
）
中 

 

埼

玉

県

収

用

委

員

会 

 
 

 

埼

玉

県

公

営

企

業 

 

埼

玉

県

流

域

下

水

道

事

業 

訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
十
一 

 

誤 同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

神 

尾 

髙 

善 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白 

土 

幸 

仁 

 

正 同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

荒 

木 

裕 

介 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
久
保 

憲 

一 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 



正

誤 

  
埼

玉

県 

 

埼

玉

県

教

委 

 

埼

玉

県

選

管 

 

埼

玉

県

人

事

委

員

会 

 

埼

玉

県

監

査

委

員 

 

埼

玉

県

労

働

委

員

会
告
示
第
一
号
（
令
和
三
年
三
月
三
十
日
第
百
九
十
五
号
）
中 

 

埼

玉

県

収

用

委

員

会 

 
 

 

埼

玉

県

公

営

企

業 

 

埼

玉

県

病

院

事

業 

 

埼

玉

県

流

域

下

水

道

事

業 

訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
二
十
一 

 

誤 同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

神 

尾 

髙 

善 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白 

土 

幸 

仁 

 

正 同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

荒 

木 

裕 

介 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
久
保 

憲 

一 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 



正

誤 

    

令
和
三
年
三
月
三
十
日
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
は
、 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第
一
号
の
誤
り
。 

    

令
和
三
年
三
月
三
十
日
埼
玉
県
訓
令
第
十
九
号
は
、 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第
一
号
の
誤
り
。 

埼

玉

県 
 

埼

玉

県

病

院

事

業 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会 

埼

玉

県

警

察

本

部 
 

埼

玉

県 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会 

 
 
 

埼

玉

県

警

察

本

部 
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